
野田市高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

令和７年９月１６日 

 

野田市長 鈴 木   有 

 



野田市告示第２０７号 

 

   野田市高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱の一部 

を改正する告示 

 

野田市高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱（令和６年野田

市告示第１９８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「２，５００円」を「６，０００円」に改める。 

附 則 

この告示は、令和７年１０月１日から施行する。 


